
遺伝性の希少な疾患である多発性のう胞腎に対して、平成２６年に世界初の治療薬（サ
ムスカ錠®）が国内で発売されました。

多発性のう胞腎は平成２７年１月から指定難病となり、特定医療費の申請が認められる
と治療費の自己負担が少なくなります。

当院では診断や治療を積極的に行っておりますので、ご心配なことがありましたら何な
りとお問い合わせ下さい。

 疑わしい患者さんを見つけましたら、確定診断のためにも、
当外来へのご紹介を検討ください。

 指定難病の申請をするには最低２回の画像診断が必要です。

 病気や治療の説明には少なくとも３０分程度の時間がかかります
ので、ご紹介の際には事前に連絡を頂けると幸いです。


